
����������　改訂

ポイント計算により，高度外国人材と認定されれば
出入国管理上の優遇措置を受けることができます！

����������　改訂

高度外国人材が行う３つの活動類型

高度外国人材として、入国・在留が認められた方は、以下のような出入国管理上の優遇措置を受けられます。



～29歳 ～34歳 ～39歳 40歳～
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《ポイント計算表》

合格点 ７０ 合格点 ７０ 合格点 ７０

５
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特許の発明　１件～

高度学術
研究分野

高度専
門・技術

分野

①最低年収基準

高度専門・技術分野及び高度経営・管理分
野においては，年収３００万円以上であるこ
とが必要

②年収配点表

８００万円

学　　歴

７００万円

高度学術研究分野 高度専門・技術分野 高度経営・管理分野

複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

５
複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

５
複数の分野において，博
士号，修士号又は専門職
学位を有している者

１０００万円

９００万円

博士号（専門職に係る学
位を除く。）取得者

修士号（専門職に係る博
士を含む。）取得者

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

３０

２０

１０

博士号又は修士号取得
者（注７）

２０

５

博士号（専門職に係る学
位を除く。）取得者

修士号（専門職に係る博
士を含む。）取得者（注７）

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

大学を卒業し又はこれと
同等以上の教育を受けた
者（博士号又は修士号取
得者を除く。）

１０１０

３０

２０

６００万円

５００万円

４００万円

③研究実績

１０

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１０

２０

３０００万円～

２５００万円～

７年～

５年～

３年～

２０００万円～

１０００万円～

入国前に公的機関から
グラントを受けた研究に
従事した実績
３件～

２０

ボーナス⑬
経営する事業に１億円以
上の投資を行っている者

５

１０ボーナス⑦
本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

１０
本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

１０

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

ボーナス⑧

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

年　 　収
（注２）

年齢区分に応じ，ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

年齢区分に応じ，ポイント
が付与される年収の下限
を異なるものとする。詳細
は②参照

５年～

３年～

年　　齢

職　　歴
（実務経験）

（注１） ５年～

３年～

７年～７年～

～２９歳 ～２９歳

～３４歳 ～３４歳

～３９歳 ～３９歳

代表取締役，代表執行役

取締役，執行役

※高度学術研究分野については，２つ以上
に該当する場合には２５点

研究論文の実績につい
ては，我が国の国の機
関において利用されてい
る学術論文データベース
に登録されている学術雑
誌に掲載されている論文
（申請人が責任著者であ
るものに限る。）　３本～

上記の項目以外で，上
記項目におけるものと同
等の研究実績があると
申請人がアピールする
場合（著名な賞の受賞歴
等），関係行政機関の長
の意見を聴いた上で法
務大臣が個別にポイント
の付与の適否を判断

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

５

１０

１５

２０ １５

５

試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

日本語能力試験Ｎ１取得
者（注４）又は外国の大学
において日本語を専攻し
て卒業した者

１０

１０

職務に関連する外国の資
格等

ボーナス⑫
法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

法務大臣が告示で定める
研修を修了した者（注６）

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１０

５ ５

ボーナス⑪

職務に関連する外国の資
格等

職務に関連する外国の資
格等

５

本邦の高等教育機関に
おいて学位を取得

５

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

法務大臣が告示で定める
大学を卒業した者

１０ １０

ボーナス⑩

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

成長分野における先端的
事業に従事する者（法務
大臣が認める事業に限
る。）

１０

ボーナス①
〔研究実績〕

詳細は③参照 詳細は③参照 １５

１０ １０

ボーナス⑤
試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

５
試験研究費等比率が３％
超の中小企業における就
労

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

ボーナス⑨

イノベーションを促進する
ための支援措置（法務大
臣が告示で定めるもの）
を受けている機関におけ
る就労（注３）

１５ １５

ボーナス②
〔地位〕

ボーナス④

ボーナス③

ボーナス⑥ ５

職務に関連する日本の国
家資格の保有（１つ５点）

１５

研
　
究
　
実
　
績
　
　
　
※

２０

１５００万円～

１０

日本語能力試験Ｎ２取得
者（注５）（ボーナス⑦又
は⑧のポイントを獲得し
た者を除く。）

１５

（注１）従事しようとする業務に係る実務経
験に限る。
（注２）※１　主たる受入機関から受ける報
酬の年額
※２　海外の機関からの転勤の場合には，
当該機関から受ける報酬の年額を算入
※３　賞与（ボーナス）も年収に含まれる。
（注３）就労する機関が中小企業である場合
には，別途１０点の加点
（注４）同等以上の能力を試験（例えば，ＢＪ
Ｔビジネス日本語能力テストにおける４８０
点以上の得点）により認められている者も
含む。
（注５）同等以上の能力を試験（例えば，ＢＪ
Ｔビジネス日本語能力テストにおける４００
点以上の得点）により認められている者も
含む。
（注６）本邦の高等教育機関における研修
については，ボーナス⑦のポイントを獲得し
た者を除く。
（注７）経営管理に関する専門職学位（ＭＢ
Ａ，ＭＯＴ）を有している場合には，別途５点
の加点
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